
平成１９年度熊本市食品衛生監視指導実施結果について 
  
 平成１９年度熊本市食品衛生監視指導計画に基づき実施した事業の結果（実施期間：H19
年 4月～H２０年 3月）について、次のとおり報告します。 
 
１ 市民、食品等事業者との情報及び意見交換（リスクコミュニケーション）の推進 
   市民、食品等事業者に対しての講習会、研修会の開催やホームページ等の広報媒体

により食品衛生や監視指導計画に関する情報を提供し、意見の交換に努めました。 
件名 実施内容 

平成１９年度熊本市食品衛生監視指導計画表 熊本市ホームページに掲載 
夏期、年末食品の一斉取り締り結果 熊本市ホームページに掲載 

報道機関への公表 
熊本市内発生の２件の食中毒事件 
県市合同田崎市場一斉臨検 
中国産冷凍ギョウザ３０回 

講演会、研修会 ９回 参加者数 １，３４８名 
出前教室等開催 ７８回 参加者数 ３，６６４名 
バザー開催者研修 開催届 ５６４件 

食品等事業者対象 ４９回 参加者数 ３，５５２名 
（2回の講演会 ３０７名再掲） 

食中毒予防ポスタ

ーコンクール 
参加小学校 ２５校 
応募者数 １，４５７名 

食品衛生知識の普及啓発 

一日食品衛生監視

員 
一日食品衛生監視員の実施 
参加数；１０名参加 

食品安全情報ネットワーク 
（組織：行政、大型量販店及び市場の荷受業者） ２７社への情報提供（年間３１件） 

２ 食品等事業者による自主管理の推進 
   講習会の開催やＨＡＣＣＰ概念の導入支援を行い、食品等事業者による自主衛生管

理の推進を図りました。 
件名 実施内容 

集団給食施設従事者対象研修会 １３回参加者数９３８名 
衛生教育の実施 食品衛生責任者講習会（熊本市食

品衛生協会主催）への講師派遣 
７回 
参加者数 １，０２０名 

優良施設等の顕彰 熊本市長表彰を行いました。 食品衛生功労者 ２名 
優良衛生施設 ２３施設 

ＨＡＣＣＰの導入

支援 
大量調理施設従事者（学校、老人保健･福祉施設、保育園等の給

食施設）、市民（消費者）、食品関係営業者に対し、講習会等を

通じてＨＡＣＣＰ概念に基づく衛生管理の普及を行いました。 
 立入種別 九州厚生局（厚生労働省）立入調査（同行） 
変更承認申請   ０施設 
更新申請   ３施設 

総合衛生管理製造

過程承認施設 
（５施設）の検証 

通常監視・臨検 ２施設 



３ 監視指導の実施体制及び連携確保 
   関係行政機関と緊密な情報交換を行い、連携を図りました。 

件名 実施内容 

庁内連携 

・食の安全安心・食育推進庁内連絡会の開催 
・家畜伝染病対策連絡会議 
・地下水汚染連絡調整会議 
・ノロウイルス感染症の多発時に給食施設の関係各課に情

報提供 
・健康食品の合同調査 
・中国産冷凍ギョウザ 

国、県との連携 
・表示適正連絡会議に基づく合同立入り（８施設） 
・県との指導基準等の見直し会議（5回） 
・大規模食中毒の情報交換（中国産冷凍ギョウザ） 

ひかり協会 食品保健課が行政の窓口となり

支援。 
他の機関・団体との連携 

熊本市食品衛生協会 指導員活動の支援 

 
４ 食品等事業者に対する監視指導の徹底 
   食品の生産、製造、流通の状況を踏まえ重点に監視すべき項目を定め、効果的な監

視指導を実施しました。 
   特に全国的に菓子製造における日付改ざんが社会問題となったことから、広域流通

食品製造施設に対して、衛生管理の確認、ガイドラインに基づく記録作成・保管、期

限表示の適正表示などの指導を実施した。 
（１）重点的に行う監視指導 

夏期食品一斉取締り 期間：Ｈ１９年 ７月２日～ ７月３１日（結果公表済み） 

年末食品一斉取締り 期間：Ｈ１９年１１月２６日～１２月２８日（結果公表済み） 

旅館・ホテル臨検 ノロウイルス食中毒予防２２施設（７、８月実施） 

飲食店・食肉販売業 カンピロ対策（飲 食 店９６施設 ６月実施） 
（食肉販売業４５施設 １２,１月実施） 

菓子製造施設臨検 大型菓子製造施設７施設（９，１０月実施） 
小から中規模菓子施設７６施設（１１、１２月実施） 

弁当屋臨検 大型弁当ＡＴＰ検査１２施設（4月） 
小規模弁当施設５８施設（１０月から１２月実施） 

忘年会・新年会対策 ノロウイルス、カンピロバクター食中毒予防 
生食取扱飲食店５０７施設（１１、１２月実施） 

重

点

監

視 

給食施設（学校給食、

幼稚園、福祉施設） 
大量調理施設衛生マニュアルに基づき一斉点検 
（年間実施：２３３施設） 

 
 



（２）食品営業施設への立ち入り検査（田崎市場を含む） 

許可業種 
施設数 

（Ｈ２０年３月末） 

Ｈ１９年度 

許可数 
立入監視指導数 

飲食店営業 ７，９７９ １，７７１ ４，７４６ 

菓子製造業 ５９２ １５２ ７０７ 

乳処理業 ２ １ １７ 

乳製品製造業 ９ １ ３５ 

魚介類販売業 ６６２ １３１ １，４５３ 

魚介類せり売営業 ２  １７０ 

魚肉ねり製品製造業 ２５ ４ １１５ 

食品冷凍冷蔵業 ３１ ６ ８７ 

かん詰びん詰製造業 １３ １ １５ 

喫茶店営業 １，４０２ １６５ ２５５ 

あん類製造業 ４ １ ２４ 

ｱｲｽｸﾘｰﾑ類製造業 １１ ５ ４８ 

乳類販売業 １，１０１ １５０ ４１８ 

食肉処理業 ４２ ６ ５３ 

食肉販売業 ６８５ １３８ ６４８ 

食肉製品製造業 ８ １ ３２ 

乳酸菌飲料製造業 ５  １９ 

食用油脂製造業 ４ ２ ６ 

みそ製造業 ２２ ７ ６１ 

醤油製造業 １４ ３ ５３ 

ソース類製造業 ６ １ １６ 

酒類製造業 ５ ３ １１ 

豆腐製造業 ４４ ９ １３２ 

納豆製造業 ３ １ ３ 

めん類製造業 ２４ １１ ７０ 

そうざい製造業 １３３ ２２ ２５７ 

添加物製造業 ６ ４ ５ 

清涼飲料水製造業 １６ ５ ５０ 

氷雪製造業 ３ ３ ７ 

氷雪販売業 ７ １ ５ 

食品製造業 １２２ １０ ８５ 

食品販売業 １，３２４ ３４３ ８８６ 

食品行商 １７ ３ ３ 

許可施設合計 １４，３２３ ２，９６１ １０，４９２ 

     

届出業種 
施設数 

（Ｈ２０年３月末） 

Ｈ２０年度 

届出施設数 
立入監視指導数 

給食施設 5３１ １７ ４４５ 



（３）食品等の収去検査結果 
    市内を流通する食品（農産物や輸入食品等を含む）や市内の製造施設で製造され

る食品の安全を確保するため、収去検査を行いました。 

   ア 実施数 ３３８検体 
   イ 食品衛生法違反件数 ８件 

（ア） アイスクリーム類（1件）成分規格違反（大腸菌群検出） 
（イ） 氷菓（２件）   成分規格違反（一般細菌数超過、大腸菌群検出） 
（ウ） 食肉製品（１件） 表示違反（発色剤） 
（エ） 殺菌液卵（１件） 成分規格違反（サルモネラ菌検出） 
（オ） 農産加工品(２件) 添加物使用基準違反（漂白剤）、 

表示違反（アレルギー物質 小麦） 
（カ） 生菓子（１件）  表示違反（アレルギー物質 卵） 

なお、違反品については回収等の指導を行いました。 
 
（４）簡易検査等結果 

収去検査とは別に、採取等による検査を次のとおり行いました。 
検体 検査項目 実施数 結果等 

すり身 一般細菌数、大腸菌群、サルモネラ 4 製造工程状況検査 

豆腐等 一般細菌数、大腸菌群 5 製造工程状況検査 

輸入野菜・果実 残留農薬 18 違反なし 

国産野菜・果実 残留農薬 42 違反なし 

魚介類 腸炎ビブリオ 20 魚介類の汚染状況検査 

いわしのすり身 ヒスタミン 4 取扱状況検査 

ふき取り検査 一般細菌数、大腸菌群、腸炎ビブリオ 63 取扱状況検査 

合計 156   

（検査機関：熊本市環境総合研究所、熊本市市場食品衛生監視所）

　食品群 検体数

微生物
残留
農薬

組成
その他
残留物

県
指導基準

国
通知

その他
延べ

検体数
違反 不適

畜産食品
（乳等、馬刺等） 32 8 8 24 24 64

畜産加工品
（アイスクリーム類、食肉製品） 16 15 5 6 4 4 34 3

水産食品
（刺身、生カキ等） 46 41 5 41 87

水産加工食品
（魚肉練り製品） 14 5 10 4 19

農産食品
（野菜、果実） 60 60 60

農産加工品
（豆腐、めん、餡、味噌、醤油等） 77 4 32 27 10 8 81 2 1

弁当、惣菜
（辛子蓮根、調理パン等） 62 4 42 20 37 103 14

その他の食品
（菓子、冷凍食品、氷菓等） 30 16 5 12 5 38 3 1

その他
（容器包装） 1 1 1

合計 338 85 60 13 15 52 81 44 120 17 487 8 16

アレルギー
（特定原材料）

添加物の
使用基準

検査結果成分規格 衛生指導基準等



 
（５）と畜場における監視指導 
  ア と畜検査 
     と畜場法に基づき、牛、馬及び豚を検査し、食肉として適さないものを排除し

ました。一部廃棄処分となったのは、主に肺炎、腸炎や関節炎等の疾患によるも

のです。また、細菌感染により全身症状がみられたものや、腫瘍が全身に転移し

たもの等は、全部廃棄処分になりました。 
 

 また、食肉センターから流通する食肉の安全を確保するため、動物用医薬品等

の残留検査を行いました。 
     （ア） 実施数     193頭 

     （イ） 食品衛生法違反数 2頭 

          違反食品の流通を防止するとともに、関係機関に依頼して生産段階

における医薬品の適正使用を図りました。 
 

 

イ ＢＳＥ検査 

     と畜された牛を全頭検査した結果、全て陰性でした。法改正に伴い全頭検査が

緩和され、検査対象から20ヶ月齢以下の牛は除外されましたが、消費者の牛肉に

対する不安を取り除くために全頭検査を継続しました。 

牛の種別 20ヶ月齢以下 21ヶ月齢以上 計 

乳用種 244頭 5,612頭 5,856頭 

肉用種 36頭 3,073頭 3,109頭 

計 280頭 8,685頭 8,965頭 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

廃棄処分があった頭数（％） 

   
検査頭数 

廃棄がなかった

頭数（％） 一部廃棄 全部廃棄 とさつ解体禁止 

牛  8,965 3,008（33.6） 5,839（65.1） 118（1.3） 0（0.0）

馬  3,783 2,150（56.8） 1,632（43.1） 1（0.0） 0（0.0）

豚 38,436 5,988（15.6） 31,599（82.2） 849（2.2） 0（0.0）

総計 51,184 11,146（21.8） 39,070（76.3） 968（1.9） 0（0.0）



５ その他 

（１）食品等に関する苦情相談件数（熊本市保健所食品保健課） 

ＮＯ 内容 件数 

１ 体調異常 ９４ 

２ 異物混入 ３３ 

３ 腐敗・変敗 １４ 

４ カビの発生  ７ 

５ 異味・異臭  １４ 

６ 表示 １１ 

７ 施設 ６５ 

８ その他 １５ 

合計 ２５３ 

 
（２）熊本市における食中毒の発生状況 

ＮＯ 発生年月日 原因施

設 患者数 死者数 原因食品 病因物質 

１ Ｈ１９年 
４月１２日 旅館 ５１ ０ 推定（初鰹の

蕎麦寿司） 不明 

２ Ｈ１９年 
１２月２３日 飲食店 １０ ０ 夕食弁当 ノロウイルス（ＧⅠ、

Ⅱ） 

合計 ６１ ０  

 


